様式第４号(第６条、第７条関係)
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愛南町指令　　第　　　号
年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　様

愛南町長　　　　　　印

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった愛南町海業振興事業に対する補助金の交付については次のとおり決定するので、愛南町海業振興事業支援補助金交付要綱第６条第２項(第７条第２項)の規定により通知します。

	１　交付年度
	　　　　　年度

	２　交付決定金額
	　　　　　　　円

	３　交付の条件及び指示
	(１)　この補助金は、この補助事業の目的以外に使用してはなりません。
(２)　決算終了後一月以内に実績報告書を提出してください。
(３)　この補助事業については、町長及び監査委員が調査し、又は監査することがあります。
(４)　愛南町補助金等交付規則第16条各号のいずれかに該当するときは、この決定の全部又は一部を取り消すことがあります。
(５)　(４)により取り消した場合において補助事業の当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還をしていただきます。



(却下の場合)
却下の理由 
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